
議案第１１５号

令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第９号）

 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１２，３２５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ７３３，１５４，８７０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

  令和２年６月３日提出

 さ いたま市長  清  水  勇  人





第２表

追　加 （単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

協働学習用ソフトウェア賃借料
令和３年度から
令和７年度まで

１,１３４,４９６

児童生徒用タブレット型コンピュータ賃
借料

令和３年度から
令和７年度まで

２,７２３,７４０

債　務　負　担　行　為　補　正



第３表

１　追　加

２　変  更

5.0％以内 政府資金につい

（ただし、 てはその融資条

利率見直し 件により、銀行

方式で借り その他の場合に

入れる資金 はその債権者と

について、 協定するものに

利率の見直 よる。ただし、

しを行った 市財政の都合に

後において より据置期間及

は、当該見 び償還期間を短

直し後の年 縮し、又は繰上

度における 償還若しくは低

利率とす 利に借換えする

る。） ことができる。

 見直し後の年度における 縮し、又は繰上償還若しくは低

 利率とする。） 利に借換えすることができる。

 式で借り入れる資金につ はその債権者と協定するものに

 いて、利率の見直しを行 よる。ただし、市財政の都合に

 った後においては、当該 より措置期間及び償還期間を短

5.0％以内 政府資金についてはその融資条

 （ただし、利率見直し方 件により、銀行その他の場合に

地　　方　　債　　補　　正

（単位　千円）

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額

起　債　の　目　的 限　度　額 償還の方法 利　率 償　還　の　方　法

起債の方法

（単位　千円）

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

文化財保
護事業

130,700 139,000

利 率 償 還 の 方 法

老人福祉
施設整備
事業

1,131,900

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

1,149,600

小 学 校 管 理 事 業 12,400
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行


